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第一部【企業情報】 
  

第１【企業の概況】 
  

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

 （注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．第33期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第33期

の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。第34期中、第34期及び第35期中の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜

在株式は存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

  

 

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期 

会計期間 

自平成17年
４月１日 

至平成17年 
９月30日 

自平成18年
４月１日 

至平成18年 
９月30日 

自平成19年
４月１日 

至平成19年 
９月30日 

自平成17年 
４月１日 

至平成18年 
３月31日 

自平成18年
４月１日 

至平成19年 
３月31日 

営業収益 （千円) 633,740 1,098,606 1,211,425 1,327,181 2,493,921

経常利益又は経常損失（△） （千円) 23,368 △ 23,809 △ 499,565 △ 108,009 △1,052,286

中間純利益又は中間（当期）純
損失（△） 

（千円) 6,723 △ 154,770 △ 532,508 △ 193,456 △1,789,047

持分法を適用した場合の投資利
益 

（千円) － － － － －

資本金 （千円) 482,900 482,900 482,900 482,900 482,900

発行済株式総数 （株) 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000 4,875,000

純資産額 （千円) 2,434,993 2,080,438 △ 89,780 2,236,848 445,587

総資産額 （千円) 8,988,333 14,488,091 11,408,223 10,921,597 14,958,321

１株当たり純資産額 （円) 538.95 460.47 △  19.87 495.09 98.62

１株当たり中間純利益又は１株
当たり中間（当期）純損失(△) 

（円) 1.48 △  34.25 △ 117.86 △  42.81 △  395.98

潜在株式調整後１株当たり中間
（当期）純利益 

（円) － － － － －

１株当たり配当額 （円) － － － － －

自己資本比率 （％) 27.1 14.4 △   0.8 20.5 3.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) 311,013 △3,114,836 2,515,540 △2,438,791 △4,826,661

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) △ 13,808 858 1,331 △ 10,257 5,074

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円) △186,889 3,860,860 △2,973,285 1,823,392 5,554,320

現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

（千円) 1,211,643 1,222,552 751,990 475,670 1,208,403

従業員数 （人) 106 105 84 102 102



４．第34期中及び第34期の経常損失及び中間（当期）純損失は、平成18年10月13日付で日本公認会計士協会より公表された

「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（業種別委員会報告第37

号）に基づき、将来にわたる利息の返還請求に備えるため、利息返還損失引当金の見積方法を変更したことなどによる

ものであります。 

  

２【事業の内容】 

 当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

  

３【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４【従業員の状況】 

(1)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員であります。 

２．店舗統合の影響などにより、従業員数は前事業年度末比18人減少しております。 

  

(2)労働組合の状況 

 当社には労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

  平成19年９月30日現在

従業員数（人） 84



第２【事業の状況】 
  

１【業績等の概要】 

(1)業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、米国経済の動向や原油価格の高騰といった懸念材料はあるものの、設備投資の増

加や企業収益の改善などを背景として引き続き回復基調で推移いたしました。 

一方、当事業者金融を含む貸金業界を取り巻く環境は、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」の成立

に伴い、出資法の上限金利引下げを視野に入れた与信厳格化の動きが広がったほか、上場貸金業者の経営破たんによる資金

調達環境の悪化など事業環境が大きく変化してきております。 

こうした環境のなか、当社は、貸倒リスクの低下及び貸付金利の規制による影響の極小化を図るため、不動産ファイナン

スなど担保付ローンの強化による営業資産ポートフォリオの見直し及び与信管理体制の強化を行いました。商品別では、商

業手形残高は前中間会計期間末比46.1％減の770,986千円、受取割引料は前中間会計期間比25.6％減の69,962千円と減少いた

しました。また、営業貸付金残高は、不動産ファイナンスなど担保付ローンは伸長したものの、無担保ローンの与信審査基

準の厳格化に伴い、証書貸付が大幅に減少し、前中間会計期間末比7.1％減の9,833,567千円、受取利息は前中間会計期間比

10.6％増の1,106,626千円となりました 

以上の結果、当中間会計期間においては、営業収益は前中間会計期間比10.3％増の1,211,425千円となったものの、業界全

体において信用収縮が生じていることから、与信厳格化の動きが貸金業界において広がったほか、高水準で推移している利

息返還請求などを背景とした貸倒引当金繰入額及び利息返還損失引当金繰入額の増加に伴う販売費及び一般管理費の増加な

どにより、経常損失は499,565千円（前中間会計期間は23,809千円の経常損失）となりました。また、課税所得の発生などに

より、当中間会計期間の中間純損失は532,508千円（前中間会計期間は154,770千円の中間純損失）となりました。 

  

 (2)キャッシュ・フロー 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動において、商業手形及び営業貸付金

が減少したことなどにより2,515,540千円の資金の増加となったものの、財務活動において、関係会社短期借入金が減少した

ことなどにより2,973,285千円の資金の減少となった結果、751,990千円（前事業年度末は1,208,403千円）となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、営業活動による資金の増加は2,515,540千円（前中間会計期間は3,114,836千円の資金の減少）

となりました。 

これは、主として、与信審査基準の厳格化に伴い、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少したためなどであります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、投資活動による資金の増加は1,331千円（前中間会計期間は858千円の資金の増加）となりまし

た。 

これは、主として、有形固定資産（遊休土地）の売却を行ったためなどであります。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

当中間会計期間において、財務活動による資金の減少は2,973,285千円（前中間会計期間は3,860,860千円の資金の増加）

となりました。 

これは、主として、商業手形及び営業貸付金が大幅に減少したことに伴い、親会社であるＮＩＳグループ株式会社からの

借入れを返済した結果、関係会社短期借入金が減少したためなどであります。 

  



２【営業実績】 

(1)営業収益の内訳 

  

(2)商品別融資の増加高並びに減少高 

  

 （注） 営業貸付金のうち、「手形貸付」及び「証書貸付」は保証人付無担保貸付であります。 

 

区  分 

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

受取割引料 94,012 8.6 69,962 5.8 

受取利息 1,000,861 91.1 1,106,626 91.4 

  手形貸付 530 0.0 468 0.1 

  証書貸付 912,878 83.1 994,963 82.1 

  担保貸付 87,452 8.0 111,194 9.2 

受取手数料 3,671 0.3 34,327 2.8 

預金利息 60 0.0 508 0.0 

合計 1,098,606 100.0 1,211,425 100.0 

区  分 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

期首残高 
（千円） 

増加高 
（千円） 

減少高
（千円） 

中間期末残高
（千円） 

  

内貸倒償却額
（千円） 

構成比（％）

商業手形割引 2,132,530 2,435,739 3,138,579 － 1,429,690 11.9 

営業貸付金 6,885,031 6,850,968 3,146,178 37,217 10,589,821 88.1 

  手形貸付 19,005 1,200 8,664 － 11,541 0.1 

  証書貸付 5,597,370 5,978,696 2,202,212 36,230 9,373,853 78.0 

  担保貸付 1,268,656 871,072 935,302 987 1,204,426 10.0 

合計 9,017,561 9,286,708 6,284,758 37,217 12,019,511 100.0 

区  分 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

期首残高 
（千円） 

増加高 
（千円） 

減少高
（千円） 

中間期末残高
（千円） 

  

内貸倒償却額
（千円） 

構成比（％）

商業手形割引 1,607,004 1,855,623 2,691,640 0 770,986 7.3 

営業貸付金 12,227,854 886,578 3,280,866 68,332 9,833,567 92.7 

  手形貸付 14,440 － 1,721 － 12,719 0.1 

  証書貸付 9,942,005 240,026 2,411,974 68,245 7,770,056 73.3 

  担保貸付 2,271,408 646,552 867,170 87 2,050,791 19.3 

合計 13,834,858 2,742,202 5,972,507 68,332 10,604,554 100.0 



(3)商業手形の内訳 

①地域別残高 

 （注）１．件数は顧客数であります。 

２．地域は、営業店舗の所在地を基準としており、各地域に含まれる都道府県は次のとおりであります。 

・中国地域 広島県 

・九州地域 福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県（平成19年６月に長崎支店を福岡支店・熊本支店に、宮崎支店を大分

支店・鹿児島支店に統合） 

  

②金額別残高 

  

③期日別残高 

  

④業種別残高 

 （注）１．業種分類は、顧客の業種を基準にしております。 

２．件数は顧客数であります。 

 

地 域 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

中国地域 76 233,549 16.3 31 74,487 9.7 

九州地域 522 1,196,141 83.7 302 696,499 90.3 

合計 598 1,429,690 100.0 333 770,986 100.0 

金 額 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日)

枚数（枚) 金額（千円) 枚数（枚) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％)

50万円以下 771 220,745 15.4 388 113,483 14.7 

50万円超～100万円以下 500 379,321 26.5 218 166,424 21.6 

100万円超～200万円以下 253 365,303 25.6 124 176,381 22.9 

200万円超～300万円以下 98 251,433 17.6 55 138,048 17.9 

300万円超～400万円以下 8 27,527 1.9 8 25,926 3.4 

400万円超～500万円以下 19 90,889 6.4 13 64,180 8.3 

500万円超～1,000万円以下 10 78,719 5.5 9 71,900 9.3 

1,000万円超 1 15,750 1.1 1 14,643 1.9 

合計 1,660 1,429,690 100.0 816 770,986 100.0 

期 日 別 
前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日)

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

１ヶ月以内 354,673 24.8 251,788 32.7 

２ヶ月以内 372,094 26.0 188,111 24.4 

３ヶ月以内 357,284 25.0 174,333 22.6 

４ヶ月以内 246,910 17.3 107,357 13.9 

５ヶ月以内 70,033 4.9 16,164 2.1 

５ヶ月超 28,695 2.0 33,231 4.3 

合計 1,429,690 100.0 770,986 100.0 

業 種 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日)

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％)

建設業 373 834,308 58.4 214 433,546 56.2 

  総合工事業 103 277,798 19.5 65 156,969 20.3 

  職別工事業 165 344,863 24.1 78 146,184 19.0 

  設備工事業 105 211,646 14.8 71 130,392 16.9 

製造業 94 239,819 16.8 53 127,239 16.5 

卸・小売業 45 117,615 8.2 20 67,668 8.8 

不動産業 － － － 1 2,954 0.4 

運輸・倉庫業 33 110,711 7.7 18 78,497 10.2 

サービス業 36 69,872 4.9 13 31,148 4.0 

その他 17 57,363 4.0 14 29,931 3.9 

合計 598 1,429,690 100.0 333 770,986 100.0 



(4)営業貸付金の内訳 

①地域別残高 

 （注）１．件数は顧客数であります。 

２．地域は、営業店舗の所在地を基準としており、各地域に含まれる都道府県は次のとおりであります。 

・中国地域 広島県 

・九州地域 福岡県、熊本県、大分県、鹿児島県（平成19年６月に長崎支店を福岡支店・熊本支店に、宮崎支店を大分

支店・鹿児島支店に統合） 

  

②金額別残高 

 （注）件数は顧客数であります。 

  

③期日別残高 

  

④業種別残高 

 （注）１．業種分類は、顧客の業種を基準にしております。 

２．件数は顧客数であります。 
 

地 域 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件） 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

中国地域 274 1,377,672 13.0 213 1,100,901 11.2

九州地域 1,903 9,212,148 87.0 1,625 8,732,665 88.8

合計 2,177 10,589,821 100.0 1,838 9,833,567 100.0

金 額 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件） 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

50万円以下 217 56,176 0.5 123 30,405 0.3

50万円超～100万円以下 213 159,538 1.5 103 78,036 0.8

100万円超～200万円以下 293 449,981 4.3 233 351,762 3.6

200万円超～300万円以下 258 677,045 6.4 255 640,408 6.5

300万円超～400万円以下 169 606,978 5.7 240 854,087 8.7

400万円超～500万円以下 295 1,379,276 13.0 240 1,069,134 10.9

500万円超～1,000万円以下 553 4,078,847 38.5 504 3,518,517 35.8

1,000万円超 179 3,181,976 30.1 140 3,291,214 33.4

合計 2,177 10,589,821 100.0 1,838 9,833,567 100.0

期 日 別 
前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

１ヶ月以内 208,383 2.0 169,040 1.7 

２ヶ月以内 202,556 1.9 198,627 2.0 

３ヶ月以内 196,602 1.8 620,666 6.3 

４ヶ月以内 180,005 1.7 248,367 2.6 

５ヶ月以内 230,198 2.2 247,603 2.5 

５ヶ月超 9,572,074 90.4 8,349,261 84.9 

合計 10,589,821 100.0 9,833,567 100.0 

業 種 別 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 当中間会計期間末（平成19年９月30日）

件数（件) 金額（千円) 件数（件) 金額（千円） 
  

構成比（％） 構成比（％）

建設業 979 4,263,777 40.3 785 4,005,017 40.7 

  総合工事業 369 1,812,023 17.1 286 1,524,870 15.5 

  職別工事業 362 1,402,133 13.3 296 1,219,043 12.4 

  設備工事業 248 1,049,620 9.9 203 1,261,103 12.8 

製造業 200 969,242 9.2 171 881,063 9.0 

卸・小売業 425 2,576,708 24.3 351 1,531,194 15.6 

不動産業 47 344,618 3.3 56 1,095,312 11.1 

運輸・倉庫業 81 439,564 4.1 72 433,629 4.4 

サービス業 299 1,368,659 12.9 268 1,291,721 13.1 

その他 146 627,251 5.9 135 595,627 6.1 

合計 2,177 10,589,821 100.0 1,838 9,833,567 100.0 



(5)融資利率の推移 

 （注）１．融資利率は、各月末残高の加重平均により算出しております。 

２．手形貸付については、融資残高及び受取利息ともに僅少であることから、記載を省略しております。 

  

(6)従業員１人当たり営業収益及び１店舗当たり営業収益 

 （注）中間期末従業員数及び中間期末店舗数により算出しております。 

  

  

区  分 
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

商業手形割引 （％） 12.2 10.9 

営業貸付金 （％） 21.8 20.1 

  手形貸付 （％） － － 

  証書貸付 （％） 23.0 22.8 

  担保貸付 （％） 14.4 9.8 

合計 （％） 20.4 19.1 

区  分 
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

従業員１人当たり営業収益 （千円） 10,462 14,421 

１店舗当たり営業収益 （千円） 122,067 173,060 

  第34期中間（平成18年９月30日） 第35期中間（平成19年９月30日）

中間期末従業員数（人） 105 84 

中間期末店舗数（店、部） 9
7 

（不動産ファイナンス部を含む） 



３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

なお、当社は、前事業年度及び当中間会計期間において、「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を開示

しております。当中間会計期間における内容は、次のとおりであります。 

当社は、当中間会計期間において営業損失505,075千円（前中間会計期間は30,342千円）、経常損失499,565千円（前中間会

計期間は23,809千円）、中間純損失532,508千円（前中間会計期間は154,770千円）と継続的に営業損失、経常損失及び中間純

損失を計上しております。この結果、当中間会計期間末において、89,780千円の債務超過になっております。また、貸金業規

制法改正に加えて、出資法上限金利引下げが予定されるなど事業環境が急激に変化してきております。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

このような状況を解消すべく、当社は事業の選択と集中を実施するとともに、抜本的なコスト構造改革を行い、総合的なリ

スク・リターンを多面的角度から判断し、最適な資本投下と最適な事業体制を再構築してまいります。具体的には、以下の企

業再建計画を実行してまいります。 

① 親会社であるＮＩＳグループ株式会社(以下、「ＮＩＳグループ」という)の支援体制 

・増資 

「第５ 経理の状況 重要な後発事象」に記載のとおり、当社は、当中間会計期間において、89,780千円の債務超過となっ

ており、このような状況を解消し、財務基盤を強化するため、平成19年11月15日開催の取締役会において、親会社であるＮＩ

Ｓグループに対して第三者割当の方法による新株式発行を行うことを決議いたしました。これにより、当事業年度末における

債務超過は解消される予定であります。 

・借入金利の減免 

当社は、ＮＩＳグループから当中間会計期間末において6,500,000千円の借入金があります。当社に対する支援として、当該

借入残高及び今後の新規借入れに対する借入利率の一部減免を受ける予定であります。 

・ＮＩＳグループ各社からの人的支援 

ＮＩＳグループ各社から当社における企業再建計画を遂行させるために必要な人員については、随時人的支援を受ける体制

となっております。これにより、ＮＩＳグループの不動産ファイナンスに関するノウハウの吸収及び更なるシナジー効果の上

昇を図ってまいります。 

② 企業体制再構築 

「第５ 経理の状況 重要な後発事象」に記載のとおり、当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経

営環境の変化に対応すべく、事業の選択と集中による収益構造の改善を行うために、本社に経営資源の集約を行うべく５支店

を閉鎖いたします。また、抜本的なコスト構造改革に取り組むための施策の一つとして、50名程度の希望退職者を募集するこ

とにいたしました。 

なお、当社は、与信審査の厳格化、営業資産ポートフォリオの見直し及びお客様に対するカウンセリングの強化などによ

り、不良債権の発生抑制に努めております。特に、債権管理・回収に係わる部門に関しては、平成19年３月末の正社員４名か

ら平成19年９月末に正社員13名へ大幅に人員を強化しており、今後とも、業務フローの見直し、人材育成と専門性の向上によ

り、債権内容の良質化に努めてまいります。 

中間財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映しておりま

せん。 

  

４【経営上の重要な契約等】 

 特記すべき事項はありません。 

  

５【研究開発活動】 

 該当する事項はありません。 

  

  



第３【設備の状況】 
  

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、営業効率を勘案し、営業拠点の集約を決定し、平成19年４月に福岡支店を博多支店に統合し、名称

を福岡支店に変更したほか、平成19年６月に長崎支店を福岡支店・熊本支店に、宮崎支店を熊本支店・鹿児島支店に統合いたし

ました。また、遊休土地（北九州市八幡西区）を売却いたしました。 

  

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経営環境の変化に対応すべく、事業の選択と集中による収益構

造の改善を行うために、本社に経営資源の集約を行うことにいたしました。 

(注) １．今後の所要額は、全額自己資金で充当する予定であります。 

２．上記金額には、消費税等を含んでおります。 

３．上記店舗閉鎖後の営業拠点は本社のみとなります。なお、各閉鎖店舗における営業債権は本社にて集中管理を実施いたし

ます。 

  

店舗名 設備の内容 

投資予定額 着手及び完了予定年月 

総額 

（千円） 

既支払額 

（千円） 

今後の所要額

（千円） 
着手 完了 

福岡支店・熊本支店 
鹿児島支店・大分支店 
広島支店 

店舗閉鎖 22,000 － 22,000 平成19年12月 平成20年３月 



第４【提出会社の状況】 
  

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

    旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

   （平成18年１月26日臨時株主総会決議） 

 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 17,100,000 

計 17,100,000 

種類 
中間会計期間末現在発行数（株) 

（平成19年９月30日） 
提出日現在発行数（株)
（平成19年12月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 4,875,000 4,875,000 ジャスダック証券取引所 － 

計 4,875,000 4,875,000 － － 

  中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,480 1,350 

新株予約権のうち自己新株予約権の数 

（個） 
－ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 148,000（注１） 135,000（注１） 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株あたり740（注２） 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年５月１日 

至 平成21年４月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格     740 

資本組入額    370 
同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、本件新株

予約権の行使時において、

当社の取締役、監査役及び

従業員（当社就業規則に定

める社員）のいずれかであ

ることを要する。 

②前項にかかわらず、新株予

約権者が任期満了により取

締役を退任しまたは就業規

則に定める定年により退職

した場合でも本件新株予約

権を行使することができる

ものとする。ただし、退任

または退職の日から90日間

に限り、本件新株予約権を

行使できるものとする。 

同左 



(注)１．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整し、調整の結

果生ずる１株に満たない端数については切り捨てる。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

の結果生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

 

  中間会計期間末現在 

（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の行使の条件 

③新株予約権者の相続人は、

本件新株予約権を行使する

ことはできないものとす

る。 

④本件新株予約権の質入れそ

の他の処分は認めないもの

とする。 

⑤新株予約権者に法令または

当社内部規律に違反する行

為があった場合、当該新株

予約権者は、本件新株予約

権を行使することができな

いものとする。 

⑥新株予約権者は、一度の手

続において、割当てを受け

た本件新株予約権の全部ま

たは一部を行使することが

できる。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本件新株予約権を譲渡するた

めには、取締役会の決議を要

する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 
－ － 

 調整後行使価額＝調整前行使価額× 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋

新株発行株式数×１株あたりの払込価額 

調整後行使価額 ＝調整前行使価額 ×
１株あたりの時価 

既発行株式数＋新株発行株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

該当する事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

(5）【大株主の状況】 

 （注）上記のほか、自己株式が357千株あります。 

  

 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日 

－ 4,875,000 － 482,900 － 471,100

    平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

ＮＩＳグループ株式会社 東京都新宿区西新宿１－６－１ 3,132 64.2 

畑田眞夫 福岡県北九州市小倉南区 149 3.1 

大松輝敏 福岡県北九州市小倉南区 130 2.7 

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神２－13－１ 100 2.1 

アプレック社員持株会 福岡県北九州市小倉北区馬借３－３－31 96 2.0 

芥田浩史 福岡県北九州市小倉南区 94 1.9 

嵜岡邦彦 東京都世田谷区 82 1.7 

大松和正 福岡県北九州市小倉南区 50 1.0 

高柳喜代子 福岡県久留米市 50 1.0 

須田忠雄 群馬県桐生市 37 0.8 

計 － 3,920 80.4 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数10個）含まれております。

  

②【自己株式等】 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  357,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,517,900 45,179 － 

単元未満株式 普通株式    100 － － 

発行済株式総数 4,875,000 － － 

総株主の議決権 － 45,179 － 

    平成19年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社アプレック 
北九州市小倉北区馬借
３－３－31 

357,000 － 357,000 7.3

計 － 357,000 － 357,000 7.3

月別 平成19年４月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 

高（円） 455 445 477 404 379 335 

低（円） 365 260 285 300 300 251 



３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1)新任役員 

 該当する事項はありません。 

  

  (2)退任役員 

  

  (3)役職の異動 

  

 

役名 職名 氏  名 退任年月日 

取締役 不動産ファイナンス部長 坂間 三男 平成19年8月29日 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏  名 異動年月日 

取締役 
不動産 

ファイナンス部長
取締役 本社営業店長 池田 光正 平成19年8月29日



第５【経理の状況】 
  

 １ 中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間

財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会

計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

 ２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務

諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９

月30日まで）の中間財務諸表について三優監査法人により中間監査を受けております。 

  

 ３ 中間連結財務諸表について 

 当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

 

    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１．現金及び預金   1,557,577   1,088,295 1,544,030  

２．商業手形 ※３ 1,429,690   770,986 1,607,004  

３．営業貸付金   10,589,821   9,833,567 12,227,854  

４．その他   259,010   77,497 91,307  

貸倒引当金   △ 264,420   △1,204,718 △1,240,884  

流動資産合計     13,571,679 93.7 10,565,628 92.6   14,229,312 95.1

Ⅱ 固定資産          

１．有形固定資産          

(1)土地   532,595   355,773 359,846  

(2)その他 ※１ 136,161   120,092 123,270  

有形固定資産合計     668,757 4.6 475,865 4.2   483,116 3.2

２．無形固定資産     15,329 0.1 460 0.0   224 0.0

３．投資その他の資産          

(1)破産更生債権等   417,186   1,561,820 871,948  

(2)その他   127,549   49,249 59,755  

貸倒引当金   △ 312,411   △1,244,801 △686,035  

投資その他の資産
合計 

    232,324 1.6 366,268 3.2   245,668 1.7

固定資産合計     916,412 6.3 842,595 7.4   729,009 4.9

資産合計     14,488,091 100.0 11,408,223 100.0   14,958,321 100.0

           

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１．短期借入金 ※４ 1,480,000   1,350,000 1,550,000  

２．関係会社短期借入
金 

※４ 6,100,000   6,500,000 8,400,000  

３．１年以内返済予定
の長期借入金 

※４ 1,699,425   1,795,135 1,795,080  

４．未払法人税等   3,052   37,071 162,247  

５．賞与引当金   47,588   10,362 33,149  

６．その他 ※２ 116,421   65,989 183,946  

流動負債合計     9,446,487 65.2 9,758,557 85.5   12,124,423 81.0

Ⅱ 固定負債          

１．長期借入金 ※４ 2,742,495   1,096,960 1,970,300  

２．役員退職慰労引当
金 

  51,485   8,015 51,485  

３．利息返還損失引当
金 

  165,269   622,456 352,009  

４．その他   1,915   12,013 14,515  

固定負債合計     2,961,165 20.4 1,739,446 15.3   2,388,310 16.0

負債合計     12,407,653 85.6 11,498,003 100.8   14,512,733 97.0



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ 株主資本          

１．資本金     482,900 3.3 482,900 4.3   482,900 3.2

２．資本剰余金          

(1)資本準備金   471,100   471,100 471,100  

資本剰余金合計     471,100 3.3 471,100 4.1   471,100 3.1

３．利益剰余金          

(1)利益準備金   50,420   50,420 50,420  

(2)その他利益剰余金          

別途積立金   1,325,698   1,325,698 1,325,698  

繰越利益剰余金   △154,770   △2,321,556 △1,789,047  

利益剰余金合計     1,221,348 8.4 △945,437 △8.3   △412,928 △2.7

４．自己株式     △101,236 △0.7 △101,236 △0.9   △101,236 △0.7

株主資本合計     2,074,112 14.3 △92,673 △0.8   439,835 2.9

Ⅱ 評価・換算差額等          

１．その他有価証券評
価差額金 

    6,325 0.1 2,893 0.0   5,752 0.1

評価・換算差額等合
計 

    6,325 0.1 2,893 0.0   5,752 0.1

純資産合計     2,080,438 14.4 △89,780 △0.8   445,587 3.0

負債純資産合計     14,488,091 100.0 11,408,223 100.0   14,958,321 100.0

           



②【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 営業収益          

１．受取割引料   94,012   69,962 188,895  

２．受取利息   1,000,861   1,106,626 2,265,070  

３．受取手数料   3,671   34,327 39,542  

４．預金利息   60   508 412  

営業収益合計     1,098,606 100.0 1,211,425 100.0   2,493,921 100.0

Ⅱ 営業費用          

１．借入金利息   91,103   207,709 280,850  

２．支払手数料   2,229   3,268 6,795  

営業費用合計     93,333 8.5 210,977 17.4   287,645 11.5

営業総利益     1,005,273 91.5 1,000,448 82.6   2,206,275 88.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    1,035,616 94.3 1,505,523 124.3   3,269,601 131.1

営業損失     30,342 △2.8 505,075 △41.7   1,063,326 △42.6

Ⅳ 営業外収益 ※１   11,215 1.0 8,950 0.7   19,675 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※２   4,681 0.4 3,440 0.2   8,636 0.3

経常損失     23,809 △2.2 499,565 △41.2   1,052,286 △42.2

Ⅵ 特別利益 ※３   62,523 5.7 3,355 0.3   67,185 2.7

Ⅶ 特別損失 ※4.5   205,646 18.7 1,823 0.2   410,019 16.4

税引前中間(当期)純損
失 

    166,932 △15.2 498,033 △41.1   1,395,120 △55.9

法人税、住民税及び事
業税 

※７ △12,162   34,475 157,088  

法人税等調整額 ※７ － △12,162 △1.1 － 34,475 2.9 236,838 393,927 15.8

中間（当期）純損失     154,770 △14.1 532,508 △44.0   1,789,047 △71.7

           



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益
剰余金 
合計 

別途
積立金 

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,515,000 △189,301 1,376,118 △101,236 2,228,882

中間会計期間中の変動額        

別途積立金の取崩し
（注） 

      △189,301 189,301 －   －

中間純損失       △154,770 △154,770   △154,770

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － △189,301 34,530 △154,770 － △154,770

平成18年９月30日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △154,770 1,221,348 △101,236 2,074,112

  

評価・換算差額等 
純資産
合計 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

7,965 7,965 2,236,848

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の取崩し
（注） 

  －

中間純損失   △154,770

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△1,639 △1,639 △1,639

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△1,639 △1,639 △156,409

平成18年９月30日残高
（千円） 

6,325 6,325 2,080,438



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

  

  

 

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本 

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益
剰余金 
合計 別途

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成19年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △1,789,047 △412,928 △101,236 439,835

中間会計期間中の変動額        

中間純損失       △532,508 △532,508   △532,508

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

－ － － － － △532,508 △532,508 － △532,508

平成19年９月30日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △2,321,556 △945,437 △101,236 △92,673

  

評価・換算差額等 
純資産
合計 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計

平成19年３月31日残高
（千円） 

5,752 5,752 445,587

中間会計期間中の変動額  

中間純損失   △532,508

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動
額（純額） 

△2,859 △2,859 △2,859

中間会計期間中の変動額
合計（千円） 

△2,859 △2,859 △535,367

平成19年９月30日残高
（千円） 

2,893 2,893 △89,780



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

  

（注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 

  

  

  

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
株主資本
合計 資本

準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益
準備金 

その他利益剰余金
利益

剰余金 
合計 別途

積立金 
繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,515,000 △189,301 1,376,118 △101,236 2,228,882

事業年度中の変動額        

別途積立金の取崩し
（注） 

      △189,301 189,301 －   －

当期純損失       △1,789,047 △1,789,047   △1,789,047

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

       

事業年度中の変動額合計
（千円） 

－ － － － △189,301 △1,599,746 △1,789,047 － △1,789,047

平成19年３月31日残高
（千円） 

482,900 471,100 471,100 50,420 1,325,698 △1,789,047 △412,928 △101,236 439,835

  

評価・換算差額等 
純資産
合計 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算差額等合計

平成18年３月31日残高
（千円） 

7,965 7,965 2,236,848

事業年度中の変動額  

別途積立金の取崩し
（注） 

  －

当期純損失   △1,789,047

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額） 

△2,212 △2,212 △2,212

事業年度中の変動額合計
（千円） 

△2,212 △2,212 △1,791,260

平成19年３月31日残高
（千円） 

5,752 5,752 445,587



④【中間キャッシュ・フロー計算書】 

 

    
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

税引前中間(当期)純損
失 

  △ 166,932 △ 498,033 △1,395,120 

減価償却費   5,650 3,181 11,048 

減損損失   2,235 － 206,105 

退職給付引当金の増減
額（減少：△） 

  △ 265,571 － △ 265,571 

役員退職慰労引当金の
増減額（減少：△） 

  － △ 43,470 － 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  14,314 △ 22,787 △   125 

利息返還損失引当金の
増減額（減少：△） 

  115,269 270,447 302,009 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  246,019 522,599 1,596,107 

固定資産売却益   △    9 － △  2,978 

固定資産処分損   1,321 1,823 1,823 

受取配当金   △   146 △   261 △   224 

支払利息   91,103 207,709 280,850 

商業手形の増減額（増
加：△） 

  702,839 836,017 525,526 

営業貸付金の増減額
（増加：△） 

  △3,704,789 2,394,287 △5,342,823 

破産更生債権等の増減
額（増加：△） 

  △  57,179 △ 689,871 △ 511,940 

その他   △  21,259 △ 15,848 △  39,140 

小計   △3,037,133 2,965,794 △4,634,452 

配当金の受取額   146 261 224 

利息の支払額   △  79,539 △ 293,308 △ 194,079 

法人税等の支払額   △   1,689 △ 157,206 △   1,733 

法人税等の還付額   3,380 － 3,380 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △3,114,836 2,515,540 △4,826,661 



  

  

  次へ 

    
前中間会計期間

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

定期預金の預入による
支出 

  △ 192,810 △ 192,889 △ 334,426 

定期預金の払戻による
収入 

  192,191 192,210 333,205 

有形固定資産の取得に
よる支出 

  △    458 － △   1,058 

有形固定資産の売却に
よる収入 

  5,767 2,250 12,624 

無形固定資産の取得に
よる支出 

  △  3,831 △   240 △   5,271 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  858 1,331 5,074 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  

短期借入れによる収入   1,300,000 1,350,000 1,650,000 

短期借入金の返済によ
る支出 

  △1,220,000 △1,550,000 △1,500,000 

関係会社短期借入れに
よる収入 

  4,400,000 2,500,000 8,400,000 

関係会社短期借入金の
返済による支出 

  － △4,400,000 △1,700,000 

長期借入れによる収入   300,000 － 500,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

  △ 919,140 △ 873,285 △1,795,680 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  3,860,860 △2,973,285 5,554,320 

Ⅳ 現金及び現金同等物に
係る換算差額 

  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  746,881 △ 456,413 732,732 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  475,670 1,208,403 475,670 

Ⅶ 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 

※ 1,222,552 751,990 1,208,403 

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

───── 当社は、当中間会計期間において営業

損失505,075千円（前中間会計期間は

30,342千円）、経常損失499,565千円（前

中間会計期間は23,809千円）、中間純損

失 532,508 千 円（前 中 間 会 計 期 間 は

154,770千円）と継続的に営業損失、経常

損失及び中間純損失を計上しておりま

す。この結果、当中間会計期間末におい

て、89,780千円の債務超過になっており

ます。また、貸金業規制法改正に加え

て、出資法上限金利引下げが予定される

など事業環境が急激に変化してきており

ます。 

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

このような状況を解消すべく、当社は

事業の選択と集中を実施するとともに、

抜本的なコスト構造改革を行い、総合的

なリスク・リターンを多面的角度から判

断し、最適な資本投下と最適な事業体制

を再構築してまいります。具体的には、

以下の企業再建計画を実行してまいりま

す。 

1.親会社であるＮＩＳグループ株式会社

(以下、「ＮＩＳグループ」という)の支

援体制 

（1）増資 

重要な後発事象に記載のとおり、当社

は、当中間会計期間において、89,780千

円の債務超過となっており、このような

状況を解消し、財務基盤を強化するた

め、平成19年11月15日開催の取締役会に

おいて、親会社であるＮＩＳグループに

対して第三者割当の方法による新株式発

行を行うことを決議いたしました。これ

により、当事業年度末における債務超過

は解消される予定であります。 

（2）借入金利の減免 

 当社は、ＮＩＳグループから当中間会

計期間末において6,500,000千円の借入金

があります。当社に対する支援として、

当該借入残高及び今後の新規借入れに対

する借入利率の一部減免を受ける予定で

あります。 

当社は、当事業年度において営業損失

1,063,326千円（前事業年度は126,973千

円）、経常損失1,052,286千円（前事業年度

は108,009千円）、当期純損失1,789,047千

円（前事業年度は193,456千円）と継続的に

営業損失、経常損失及び当期純損失を計上

しております。また、出資法の上限金利引

下げ等を織り込んだ「貸金業の規制等に関

する法律等の一部を改正する法律」が平成

18年12月に臨時国会で成立するなど、事業

環境が大きく変化してきております。 

当該状況により、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

このような状況を解消すべく以下の経営

計画を実行してまいります。 

1.ローン事業の強化 

① 不動産ファイナンス事業の強化 

不動産ファイナンスなど担保付ローンの

構成比を上昇させ、営業資産ポートフォリ

オの見直しにより、貸倒リスクの低下及び

貸付金利の規制による影響の極小化を図っ

てまいります。また、今後、不動産ファイ

ナンス事業に関しては親会社であるＮＩＳ

グループ㈱と一層の連携強化を図り、融資

残高及び営業収益の増加を図ってまいりま

す。 

② 戦略的提携の強化 

不動産ファイナンスをはじめ、事業者向

けローン事業における販売チャネルの拡大

を図るため、他企業との戦略的提携を積極

的に推進してまいります。業務提携によ

り、お互いの成長を加速できる関係を構築

しており、今後も新たな提携先の開拓に努

めてまいります。 



 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

───── （3）ＮＩＳグループ各社からの人的支援 

ＮＩＳグループ各社から当社における

企業再建計画を遂行させるために必要な

人員については、随時人的支援を受ける

体制となっております。これにより、Ｎ

ＩＳグループの不動産ファイナンスに関

するノウハウの吸収及び更なるシナジー

効果の上昇を図ってまいります。 

2.企業体制再構築 

重要な後発事象に記載のとおり、当社

は、貸金業規制法改正、出資法上限金利

引下げ等の急激な経営環境の変化に対応

すべく、事業の選択と集中による収益構

造の改善を行うために、本社に経営資源

の集約を行うべく５支店を閉鎖いたしま

す。また、抜本的なコスト構造改革に取

り組むための施策の一つとして、50名程

度の希望退職者を募集することにいたし

ました。 

なお、当社は、与信審査の厳格化、営

業資産ポートフォリオの見直し及びお客

様に対するカウンセリングの強化などに

より、不良債権の発生抑制に努めており

ます。特に、債権管理・回収に係わる部

門に関しては、平成19年３月末の正社員

４名から平成19年９月末に正社員13名へ

大幅に人員を強化しており、今後とも、

業務フローの見直し、人材育成と専門性

の向上により、債権内容の良質化に努め

てまいります。 

中間財務諸表は、継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑

義の影響を中間財務諸表には反映してお

りません。 

2.与信管理体制の強化 

平成18年10月１日付をもって、与信管理

体制を強化するため、営業管理部管轄下に

あった審査課を審査部に、また貸付債権の

管理強化を図るため、営業管理部管轄下に

あった債権管理課を調査部に格上げいたし

ました。今後、与信審査の厳格化、営業資

産ポートフォリオの見直し及びお客様に対

するカウンセリングの強化などにより、不

良債権の発生抑制に努めていくほか、審査

業務及び債権管理・回収に係わる業務フロ

ーの見直し、人材育成と専門性の向上によ

り、債権内容の良質化に努めてまいりま

す。 

なお、当社は、ＮＩＳグループ㈱の子会

社であり、引き続き、人材面、財務面など

広範囲にわたる支援を受けながら、早期の

業績回復を達成する所存であります。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

有価証券 有価証券 有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

   時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しておりま

す。 

同左  決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

   時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15～50年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ４～６年 

器具備品   ４～６年 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15～50年 

 定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物     15～50年 

構築物    10～20年 

車両運搬具  ４～６年 

器具備品   ４～６年 

    （会計方針の変更）   

     法人税法の改正に伴い、当中

間会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。 

 なお、この変更による損益へ

の影響はありません。 

  

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

   ソフトウェア（自社利用）に

ついては、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。 

同左 同左 



 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

同左 同左 

  (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

   従業員の賞与支給に備えるた

め、支給見込額を計上しており

ます。 

同左 同左 

  (3）利息返還損失引当金 (3）利息返還損失引当金 (3）利息返還損失引当金 

   利息制限法の上限金利を超過

して支払った債務者等からの利

息の返還請求に備えるため、過

去の利息返還実績を踏まえ、か

つ最近の利息返還状況を考慮

し、利息返還見込額を計上して

おります。なお、見積返還額の

うち貸付金に充当される部分に

ついては貸倒引当金として計上

しており、当中間会計期間末に

おける当該見積返還額141,250

千円を貸倒引当金に含めて計上

しております。 

 利息制限法の上限金利を超過

して支払った債務者等からの利

息の返還請求に備えるため、過

去の利息返還実績を踏まえ、か

つ最近の利息返還状況を考慮

し、利息返還見込額を計上して

おります。なお、見積返還額の

うち貸付金に充当される部分に

ついては貸倒引当金として計上

しており、当中間会計期間末に

おける当該見積返還額526,984

千円を貸倒引当金に含めて計上

しております。 

 利息制限法の上限金利を超過

して支払った債務者等からの利

息の返還請求に備えるため、過

去の利息返還実績を踏まえ、か

つ最近の利息返還状況を考慮

し、利息返還見込額を計上して

おります。なお、見積返還額の

うち貸付金に充当される部分に

ついては貸倒引当金として計上

しており、当事業年度末におけ

る当該見積返還額412,735千円

を貸倒引当金に含めて計上して

おります。 

  （追加情報）   （追加情報） 

  当中間会計期間において、

「消費者金融会社等の利息返還

請求による損失に係る引当金の

計上に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会 平成18

年10月13日 業種別委員会報告

第37号）の公表を受けたことを

契機に、最近の利息返還関連費

用の発生状況を考慮し、従来の

利息返還損失引当金の見積方法

を見直した結果、前期の見積方

法による引当金計上額との差額

を、利息返還損失引当金繰入額

として特別損失に39,785千円計

上しております。 

また、利息返還損失引当金に

ついては、一年内の使用額を正

確に算定できないため、全額固

定負債に計上しております。 

  当事業年度において、「消費

者金融会社等の利息返還請求に

よる損失に係る引当金の計上に

関する監査上の取扱い」（日本

公認会計士協会 平成18年10月

13日 業種別委員会報告第37

号）の公表を受けたことを契機

に、最近の利息返還関連費用の

発生状況を考慮し、従来の利息

返還損失引当金の見積方法を見

直した結果、前期の見積方法に

よる引当金計上額との差額を、

利息返還損失引当金繰入額とし

て特別損失に39,785千円計上し

ております。 

また、利息返還損失引当金に

ついては、一年内の使用額を正

確に算定できないため、全額固

定負債に計上しております。 



  

 

項  目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  平成18年１月26日開催の取締

役会において、平成18年１月26

日開催の臨時株主総会以前より

在任し、引き続き役員をつとめ

る者に対して、平成18年１月26

日開催の臨時株主総会までの在

任期間に係る役員退職慰労金を

将来の退任時に株主総会の承認

を受けることを条件として支払

うこととするものの、以後は役

員退職慰労金の計算をしないこ

とが決議されたため、平成18年

１月26日現在において役員退職

慰労金規程に基づいて計算した

金額を計上しております。 

同左 同左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロ

ー計算書）における資金の

範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 同左 

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項 

(1）収益及び費用の計上基準 (1）収益及び費用の計上基準 (1）収益及び費用の計上基準 

受取割引料及び受取利息は発

生基準により計上しておりま

す。なお、未収利息について

は、利息制限法利率または当社

約定利率のいずれか低い方によ

り計上しております。 

同左 同左 

(2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 (2）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税につい

ては税抜方式によっておりま

す。なお、控除対象外消費税等

については、当中間会計期間の

費用として処理しております。 

同左 消費税及び地方消費税につい

ては税抜方式によっておりま

す。なお、控除対象外消費税等

については、当期の費用として

処理しております。 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

表示方法の変更 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 
───── 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,080,438千円でありま

す。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

   当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は445,587千円でありま

す。 

 なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表） ───── 

 従来、「長期営業債権」として表示していた破産債

権、再生債権、更生債権、その他これらに準ずる債権

（長期延滞債権を含む）は、勘定科目の内容をより明瞭

に表示するため、当中間会計期間より「破産更生債権

等」に変更しております。 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書） ───── 

 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産更生債権

等の増減額」は、前中間会計期間は「商業手形の増減

額」、「営業貸付金の増減額」に含めて表示しておりま

したが、キャッシュ・フローの内容をより明瞭に表示す

るため区分掲記しました。 

なお、前中間会計期間の「商業手形の増減額」、「営

業貸付金の増減額」に含まれている「破産更生債権等の

増減額」はそれぞれ549千円、△8,445千円であります。 

  



追加情報 

  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

（利息返還金） （税効果会計） ───── 

従来、「利息返還金」は「係争関

連損失」として営業外費用に計上し

ておりましたが、前事業年度の下半

期において販売費及び一般管理費に

計上する方法に変更いたしました。 

なお、前中間会計期間は変更後の

方法によった場合に比べて、営業利

益が4,200千円多く計上されており

ます。 

従来、中間会計期間における税金

費用については、簡便法により計算

し、法人税等調整額は「法人税、住

民税及び事業税」に含めて表示して

おりましたが、税金費用をより合理

的に算定するため、当中間会計期間

より原則法に変更いたしました。 

なお、この変更による損益に与え

る影響額は軽微であります。 

  



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

258,711千円 260,103千円 256,925千円 
   

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．  ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

同左   

※３．中間期末日満期手形 ※３．中間期末日満期手形 ※３．期末日満期手形 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

 中間期末日満期手形の会計処

理については、当中間会計期間

の末日は金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたも

のとして処理しております。当

中間期末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

期末日満期手形の会計処理に

ついては、当事業年度の末日は

金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして

処理しております。当事業年度

末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

  
商業手形 159,738千円

  
商業手形 109,584千円 商業手形 157,139千円

※４．貸出コミットメント ※４．貸出コミットメント ※４．貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

ＮＩＳグループ株式会社（平成

18年10月１日付で株式会社ニッ

シンより社名変更）と貸出コミ

ットメント契約（金融機関等か

らの借入れに対する保証を含

む）を締結しており、当中間会

計期間末の借入未実行残高等は

次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

ＮＩＳグループ株式会社と貸出

コミットメント契約（金融機関

等からの借入れに対する保証を

含む）を締結しており、当中間

会計期間末の借入未実行残高等

は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため、親会社である

ＮＩＳグループ株式会社（旧株

式会社ニッシン）と貸出コミッ

トメント契約（金融機関等から

の借入れに対する保証を含む）

を締結しており、当事業年度末

の借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

  
貸出コミットメント

及び債務保証の総額 
20,000,000千円 

借入実行残高 6,100,000 

債務被保証残高 5,921,920 

差引額 7,978,080 

  

  

貸出コミットメント

及び債務保証の総額
20,000,000千円 

借入実行残高 6,500,000 

債務被保証残高 4,242,095 

差引額 9,257,905 

  

貸出コミットメント

及び債務保証の総額
20,000,000千円 

借入実行残高 8,400,000 

債務被保証残高 5,315,380 

差引額 6,284,620 



（中間損益計算書関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 
  

不動産賃貸収入 8,336千円
 

不動産賃貸収入 8,408千円 不動産賃貸収入 16,829千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 
  

不動産賃貸費用 4,681千円
 

不動産賃貸費用 3,440千円 不動産賃貸費用 8,636千円

※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 ※３．特別利益の主要項目 
  

退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

  
償却債権回収収

益 
3,355千円

退職給付引当金

戻入益 
62,242千円

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 
  

  
（注）前期損益修正損は過年度貸倒

引当金繰入額であります。 

前期損益修正損 162,304千円

利息返還損失引

当金繰入額 
39,785 

減損損失 2,235 

  

  
固定資産処分損の内訳は次の

とおりであります。 
  

  

固定資産処分損 1,823千円

土地 1,823千円   
（注）前期損益修正損は過年度貸倒

引当金繰入額であります。 

減損損失 206,105千円

前期損益修正損 162,304 

利息返還損失引

当金繰入額 
39,785 



 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５．減損損失 ※５．  ────── ※５．減損損失 

当中間会計期間において、当

社は以下の資産について減損損

失を計上しました。 

  当事業年度において、当社は

以下の資産について減損損失を

計上しました。 
  

  

場所 用途 種類 その他

北九州市

小倉北区 
遊休資産 

電話加

入権 
－ 

 
場所 用途 種類 金額 

（千円） 

九州・
中国地
域 

営業
店舗 

建物 84 

器具備品 1,206 

リース資

産 
6,422 

電話加入

権 
7,180 

福岡県
北九州
市 

本社

構築物 176 

器具備品 5,036 

土地 171,142 

リース資

産 
5,039 

ソフトウ

ェア 
8,894 

電話加入

権 
923 

当社は、事業者向け貸金業用

資産については各営業店舗ごと

に、賃貸用不動産及び遊休資産

については個別物件単位にグル

ーピングを行っております。ま

た、本社設備については共用資

産としております。 

市場価格の著しい下落が認め

られた上記の遊休資産（電話加

入権）の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額

（2,235千円）を減損損失とし

て特別損失に計上しておりま

す。 

なお、回収可能価額は、正味

売却価額により評価しておりま

す。 

  当社は、事業者向け貸金業用

資産については各営業店舗ごと

に、賃貸用不動産及び遊休資産

については個別物件単位にグル

ーピングを行っております。ま

た、本社設備については共用資

産としております。 

当事業年度において、営業活

動から生ずる損益が継続してマ

イナスである資産グループ及び

共用資産の帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（206,105千円）とし

て特別損失に計上しておりま

す。 

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しておりま

す。 

正味売却価額は、不動産につ

いては不動産鑑定評価額を基礎

に処分費用見込額を控除した

額、電話加入権については第三

者の買取価格、その他固定資産

については零で評価しておりま

す。 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額  ６．減価償却実施額 
  

有形固定資産 4,505千円

無形固定資産 1,145千円

 
有形固定資産 3,177千円

無形固定資産 4千円

有形固定資産 8,710千円

無形固定資産 2,337千円

※７．当中間会計期間における税金

費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用している

ため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に

含めて表示しております。 

※７．  ────── 

  

※７．  ────── 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

 

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 4,875 － － 4,875

合計 4,875 － － 4,875

自己株式  

普通株式 357 － － 357

合計 357 － － 357

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

発行済株式  

普通株式 4,875 － － 4,875

合計 4,875 － － 4,875

自己株式  

普通株式 357 － － 357

合計 357 － － 357



前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

  
前事業年度末株式数 

（千株） 
当事業年度増加株式
数（千株） 

当事業年度減少株式
数（千株） 

当事業年度末株式数
（千株） 

発行済株式  

普通株式 4,875 － － 4,875

合計 4,875 － － 4,875

自己株式  

普通株式 357 － － 357

合計 357 － － 357

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係 

（平成18年９月30日） （平成19年９月30日） （平成19年３月31日） 
  
現金及び預金勘定 1,557,577千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△335,025 

現金及び現金同等物 1,222,552  

 
現金及び預金勘定 1,088,295千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△336,305 

現金及び現金同等物 751,990  

現金及び預金勘定 1,544,030千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△335,626 

現金及び現金同等物 1,208,403  



（リース取引関係） 

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額 
  

  

  
（有形固定資産） 

その他 

取得価額相当額 14,118千円 

減価償却累計額
相当額 

1,742 

中間期末残高相
当額 

12,376 

 
  取得

価額

相当

額 

(千円)

減価

償却

累計

額相

当額 

(千円)

減損

損失

累計

額相

当額 

(千円)

期末

残高

相当

額 

(千円)

（有形固
定資産） 
その他 

15,435 3,503 11,608 324

無形固定
資産 1,434 129 292 1,012

合計 16,870 3,633 11,900 1,336

  取得

価額

相当

額 

(千円)

減価

償却

累計

額相

当額 

(千円) 

減損

損失

累計

額相

当額 

(千円) 

期末

残高

相当

額 

(千円) 

（有形固
定資産）
その他 

12,397 2,691 9,706 － 

無形固定
資産 1,870 116 1,754 － 

合計 14,268 2,807 11,461 － 

（注）取得価額相当額は、有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る未経過リース料中間期末残

高の割合が低いため、支払利

子込み法により算定しており

ます。 

同左 （注）取得価額相当額は、有形固定

資産の期末残高等に占める未

経過リース料期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等 

２．未経過リース料期末残高相当額

等 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料中間期末残高

相当額 

未経過リース料期末残高相当

額 

１年内 4,032千円 

１年超 8,343 

計 12,376 

１年内 3,816千円 

１年超 7,530 

計 11,347 

１年内 3,186千円 

１年超 8,274 

計 11,461 

（注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、有形固定資産の中

間期末残高等に占める未経過

リース料中間期末残高の割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 

  

  

  

  

  

（注）未経過リース料期末残高相当

額は、有形固定資産の期末残

高等に占める未経過リース料

期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

  
 

リース資産減

損勘定の残高 
9,490千円 

リース資産減

損勘定の残高 
11,461千円 



  

  

  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 
  

  

支払リース料 1,763千円

減価償却費相当額 1,763 

 
支払リース料 2,147千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

1,971 

減価償却費相当額 934 

減損損失 － 

支払リース料 2,807千円

リース資産減損勘

定の取崩額 

－ 

減価償却費相当額 2,807 

減損損失 11,461 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法により

算定しております。 

同左 

（減損損失について） ────── ────── 

リース資産に配分された減損損失

はありません。 

    



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,902 10,865 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,612 4,356 △255 

合計 16,649 27,259 10,610 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 



当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額 

  

前事業年度末（平成19年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当する事項はありません。 
  
 

  取得原価（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 17,907 5,871 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,469 4,071 △397 

合計 16,506 21,979 5,473 

  中間貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 

  取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

 (1)株式 12,036 22,345 10,308 

 (2)債券  

  ①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

 (3)その他 4,540 4,309 △231 

合計 16,577 26,655 10,077 

  貸借対照表計上額（千円） 

  その他有価証券  

    非上場株式 4,400 



（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．当中間会計期間末において、新株予約権の目的となる株式の数は173,000株となっております。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当する事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当事業年度に存在したストック・オプションの内容 

 （注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．当事業年度末において、新株予約権の目的となる株式の数は166,000株となっております。 

  

  

  次へ 

  株式会社アプレック第１回新株予約権証券

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役４名、監査役１名および従業員（当社就業規則に定
める社員）102名、合計107名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数
（注） 

普通株式 175,000株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件 該当する事項はありません。

対象勤務期間 該当する事項はありません。

権利行使期間 平成18年５月１日から平成21年４月30日まで 

権利行使価格（円） 740

付与日における公正な評価単価（円） －

  株式会社アプレック第１回新株予約権証券

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役４名、監査役１名および従業員（当社就業規則に定
める社員）102名、合計107名 

株式の種類別のストック・オプションの付与数
（注） 

普通株式 175,000株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件 該当する事項はありません。

対象勤務期間 該当する事項はありません。

権利行使期間 平成18年５月１日から平成21年４月30日まで 

権利行使価格（円） 740

付与日における公正な評価単価（円） －



（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当社は子会社及び関連会社がありませんので、該当する事項はありません。 

   

 



（１株当たり情報） 

（注）１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 460円47銭

１株当たり中間純損失 34円25銭

  

１株当たり純資産額 △19円87銭

１株当たり中間純損失 117円86銭

１株当たり純資産額 98円62銭

１株当たり当期純損失 395円98銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 154,770 532,508 1,789,047 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失（千
円） 

154,770 532,508 1,789,047 

期中平均株式数（千株） 4,518 4,518 4,518 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権１種類（新

株予約権の数1,730

個）。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数148千

株）。 

新株予約権１種類（新

株予約権の数166千

株）。 



（重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 該当する事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

 １．当社は、平成19年11月15日開催の取締役会において、企業体制再構築の施策を以下のとおり実施することを決議い

たしました。 

  

（1）希望退職者の募集 

①その旨及び理由 

当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経営環境の変化に対応すべく、抜本的なコスト構造改

革に取り組むための施策の一つとして、希望退職者を募集することにいたしました。 

②希望退職募集の対象者、募集人員 

・対象者 全ての従業員（派遣社員は除く） 

・募集人員 50名程度（平成19年10月末現在の正社員81名及び嘱託社員２名） 

③募集期間 

平成19年11月15日～平成19年11月30日 

  

希望退職者募集の結果 

・応募者数 56名 

・特別退職一時金の支給により44百万円の特別損失への計上が見込まれます。 

  

（2）支店店舗の閉鎖 

①店舗閉鎖の目的 

当社は、貸金業規制法改正、出資法上限金利引下げ等の急激な経営環境の変化に対応すべく、事業の選択と集中によ

る収益構造の改善を行うために、本社に経営資源の集約を行うことにいたしました。 

②閉鎖する店舗 

③店舗閉鎖の時期 

平成19年12月～平成20年３月に５店舗を閉鎖いたします。 

④店舗閉鎖が営業活動等へ及ぼす影響 

店舗閉鎖後の営業拠点は本社のみとなります。なお、各閉鎖店舗における営業債権は本社にて集中管理を実施いたし

ます。また、店舗閉鎖等により特別損失が約27百万円程度発生すると見込まれます。 

 

店舗名 所在地 

福岡支店 福岡市博多区 

熊本支店 熊本県熊本市 

鹿児島支店 鹿児島県鹿児島市 

大分支店 大分県大分市 

広島支店 広島市中区 



２．当社は、平成19年11月15日開催の取締役会において、当中間会計期間末における債務超過を解消し、財務基盤を強

化するため第三者割当の方法による新株式発行を以下のとおり行うことを決議いたしました。 

  

（1）募集等の方法 

第三者割当の方法により、全てＮＩＳグループ株式会社に割り当てます。 

（2）発行する株式の種類及び数、発行価額、発行総額、発行価額のうち資本へ組み入れる額 

①発行する株式の種類及び数 

普通株式 2,994,000株 

②発行価額 １株につき 金 167円 

③発行総額 499,998,000円 

④発行価額のうち資本へ組み入れる額 １株につき 金 83.5円 

（3）発行のスケジュール 

①申込期間 平成19年12月３日 

②払込期日 平成19年12月25日 

（4）資金の使途 

運転資金のほか企業体制再構築費用等に充当する予定であります。 

（5）その他重要な事項がある場合にはその内容 

当社は、新株式の割当予定先との間において、割当新株式について、継続保有及び預託に関する取り決めはありませ

ん。ただし、新株式発行日（平成19年12月25日）から２年間において、当該割当新株式の全部または一部を譲渡した場

合には、直ちに譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に

書面にて報告することの内諾を受けております。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

該当する事項はありません。 

  

  



(2）【その他】 

特記すべき事項はありません。 

  



第６【提出会社の参考情報】 
  

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

（1）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第34期）（自平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月22日福岡財務支局長に提出 

  

（2）臨時報告書 

平成19年７月19日 福岡財務支局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合）の規定に基づく臨時

報告書であります。 

  

平成19年10月２日 福岡財務支局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合）の規定に基づく臨時

報告書であります。 

  

平成19年10月31日 福岡財務支局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合）の規定に基づく臨時

報告書であります。 

  

平成19年11月15日 福岡財務支局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号（財政状態および経営成績に著しい影響を与える事象）の規定に基づ

く臨時報告書であります。 

  

平成19年11月22日 福岡財務支局長に提出 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第11号（取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合）の規定に基づく臨時

報告書であります。 

  

（3）有価証券届出書（第三者割当による増資）及びその添付書類 

   平成19年11月15日 福岡財務支局長に提出 

  

（4）有価証券届出書の訂正届出書 

   平成19年11月22日 福岡財務支局長に提出 

   平成19年11月15日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

  

 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

 該当する事項はありません。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１８年１２月８日

株式会社アプレック     

  取締役会 御中   

  三優監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 都甲 和幸  印 

  業務執行社員  公認会計士 古藤 智弘  印 

  業務執行社員  公認会計士 吉川 秀嗣  印 

 当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている

株式会社アプレックの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成

１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算

書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社アプレックの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間より「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項３．(3）の追加情報に記載のとおり、会社は当中間会計期間よ

り日本公認会計士協会業種別委員会報告第３７号「消費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当金の計

上に関する監査上の取扱い」に従って利息返還損失引当金を計上している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の中間監査報告書 

    平成１９年１２月１２日

株式会社アプレック     

  取締役会 御中   

  三優監査法人   

  
代表社員 

業務執行社員
  公認会計士 都甲 和幸  印 

  業務執行社員  公認会計士 吉川 秀嗣  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げ

られている株式会社アプレックの平成１９年４月１日から平成２０年３月３１日までの第３５期事業年度の中間会計

期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間

損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中

間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応

じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明

のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、株式会社アプレックの平成１９年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平

成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を

表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的に営業損失、経常損失及び中間純損失を計上すると

ともに、当中間会計期間末において債務超過の状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象に関する注記１に記載されているとおり、会社は平成１９年１１月１５日開催の取締役会におい

て企業体制再構築の施策として希望退職者の募集及び支店店舗の閉鎖を行うことを決議している。 

３．重要な後発事象に関する注記２に記載されているとおり、会社は平成１９年１１月１５日開催の取締役会におい

てＮＩＳグループ株式会社を引受先とする第三者割当増資を行うことを決議している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

（注） 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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